
大津町太陽 光発電 設備の適正 な設置 及び維 持 管 理 等 に 関 す  

る条例  

 

（ 目的）  

第１条  こ の条例 は、太陽光 発電設 備の適正な 設 置 、維 持 管 理 、撤 去

等 に関して 必要な 事項を定 め る こと によ り、災 害 の 発 生 を 防 止 す る

と ともに、本町の 自然環境 、生活 環 境等の保全 を 図 り 、も っ て 町 民

の 安全で安 心な生 活の確保 に 寄 与す るこ とを 目 的 と す る 。  

（ 基本理念 ）  

第２条  太 陽光発 電設備設置 事業は、再 生可 能エ ネ ル ギ ー を 推 進 す る

と ともに自 然環境 、生活環 境等 へ適 正 に 配慮 さ れ な け れ ば な ら な い 。 

２  太陽光 発電設 備設置事業 は、町 、事業 者、地 域 住 民 等 の 相 互 の 連

携 の下に実 施され 、町民の 安全 で安 心 な 生活 が 確 保 さ れ な け れ ば な

ら ない。  

（ 定義）  

第３条  こ の条例 において 、次 の各 号 に 掲げ る用 語 の 意 義 は 、当 該 各

号 に定める ところ による。  

( 1)  太 陽 光 発 電 設 備  再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー 電 気 の 利 用 の 促 進 に 関

す る特別措 置法（平 成２３ 年法 律第 １ ０ ８号 。以 下「 法 」と い う 。）

第 ２ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー 発 電 設 備 で あ っ て 、

同 条 第 ３ 項 第 １ 号 の 太 陽 光 を 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー 源 と す る も の

を いう。ただ し、建築基準法（ 昭 和 ２ ５年 法 律 第 ２ ０ １ 号 ）第 ２

条 第１号に 規定す る建築物 の 屋 根、壁 面又は屋 上 に 設 置 す る も の

を 除く。  

( 2)  太 陽 光 発 電 設 備 設 置 事 業  太 陽 光 発 電 設 備 を 設 置 （ 太 陽 光 発  

電 設備の設 置に伴 う立木の 伐 採 及び 切土 、盛 土 、埋 土 等 の 造 成 工

事 を含む 。）し、 又 は維持管理 する事 業をいう 。  

( 3)  事 業 者  町 の 区 域 に お い て 、 太 陽 光 発 電 設 備 設 置 事 業 を 計 画  

す る者及び 実施す る者をい う 。  

( 4)  事 業 区 域  太 陽 光 発 電 設 備 設 置 事 業 の 用 に 供 す る 土 地 の 区 域

を いう。  



( 5)  土 地 所 有 者  事 業 区 域 の 土 地 の 所 有 者 、 占 有 者 及 び 管 理 者 を  

い う。  

( 6)  地 域 住 民  事 業 区 域 に 隣 接 す る 土 地 又 は 建 築 物 の 所 有 者 、 事  

業 区域が活 動範囲 に含まれ る 地 方自 治法（昭和 ２ ２ 年 法 律 第 ６ ７

号 ）第２６０ 条の２ 第１項に規 定する 地縁に よ る 団 体 及 び こ れ に

類 する団体 、太陽 光発電設備 設置事 業により 、こ れ ら の 者 と 同 程

度 の 生 活 環 境 上 の 影 響 を 受 け る と 認 め ら れ る 者 並 び に 設 置 事 業

の 実 施 に 伴 い 影 響 を 受 け る こ と が 懸 念 さ れ る 農 林 水 産 業 の 事 業

を 営む者で 組織す る団体を い う 。  

（ 町の責務 ）  

第４条  町 は、第 １ 条の目的及 び第２ 条の基本理 念 に の っ と り 、こ の

条 例 の 適 正 か つ 円 滑 な 運 用 が 図 ら れ る よ う 必 要 な 措 置 を 講 じ な け

れ ばならな い。  

（ 事業者の 責務）  

第 ５ 条  事 業 者 は 、 関 係 法 令 及 び こ の 条 例 を 遵 守 し 、 町 の 自 然 環 境 、

生 活環境等 に十分 配慮し、事 故、災 害 及び 公害 の 防 止 に 努 め る と と

も に、町や 地域住 民と良好 な 関 係を 保た なけ れ ば な ら な い 。  

２  事業者 は、地域 住民に対し て太 陽 光 発電 設備 設 置 事 業 に 係 る 計 画

の 内容及び 維持管 理等の方 法 に つい て十 分説 明 し 、地 域 住 民 の 理 解

を 得られる よう努 めなけれ ば な らな い。  

３  事業者 は、太陽 光発電設備 に係 る 事 故が 発生 し た と き 又 は 地 域 住

民 からの苦 情若し くは紛争 が 生 じた とき は、直 ち に 必 要 な 措 置 を 講

じ る と と も に 、 誠 意 を も っ て そ の 解 決 に 当 た ら な け れ ば な ら な い 。 

４  事業者 は、太 陽 光発電設備 設置事 業の終了後 の 措 置 に つ い て 、関

係 法令に従 い、太 陽 光発電 設備 の撤 去 及 び処 分 を 適 正 に 行 わ な け れ

ば ならない 。  

（ 土地所有 者の責 務）  

第６条  土 地所有 者は、災害の発 生 を助 長し 、又 は 、自 然 環 境 、生 活

環 境等を損 なうお それのあ る 事 業者 に対 して 、当 該 土 地 を 使 用 さ せ

る ことのな いよう に努めな け れ ばな らな い。  

２  土地所 有者は 、第１条の目 的を達 成するため 、当 該 土 地 を 適 正 に



管 理しなけ ればな らない。  

（ 町民の責 務）  

第７条  町 民は、第 １条の目的 及び第 ２条の基本 理 念 に の っ と り 、こ

の 条 例 に 定 め る 手 続 き の 実 施 に 協 力 す る よ う 努 め な け れ ば な ら な

い 。  

（ 適用範囲 ）  

第８条  こ の条例 の規定は、次 の 各 号 の いず れか に 該 当 す る 太 陽 光 発

電 設備につ いて適 用する。  

( 1)  発 電 出 力 ５ ０ キ ロ ワ ッ ト 以 上 （ 実 質 的 に 同 一 と 認 め ら れ る 事  

業 者 が 同 時 期 若 し く は 近 接 し た 時 期 又 は 近 接 し た 場 所 に 分 割 し

て 設 置 す る 太 陽 光 発 電 設 備 の 合 算 し た 出 力 が ５ ０ キ ロ ワ ッ ト 以

上 となる場 合を含 む。）の 太陽光発 電 設備  

( 2) 事業区域の面 積が、1, 000 平方 メート ル以 上（ 既 に 施 工 さ れ て

い る太陽光 発電設 備設置事 業 の 事業 区域 に隣 接 し 、又 は 近 接 す る

区 域で、当該 事業と 一体的に太 陽光発 電設備 設 置 事 業 を 行 う 場 合

に おいては 、これ ら の事業区域 の合算 した面積 が 1, 000 平 方 メ ー

ト ル以上と なる場 合を含む 。）の太 陽 光発電設 備  

( 3) 支柱型の太陽 光発電設備  

( 4)  次 条 に 規 定 す る 抑 制 区 域 に お い て 設 置 す る 太 陽 光 発 電 設 備  

た だし、規 則で定 める太陽 光 発 電設 備を 除く 。  

（ 抑制区域 ）  

第９条  町 長は、次 に掲げる区 域の う ち 特に 必要 が あ る と 認 め る も の

を 、規則で 定める と ころにより 、太陽 光 発 電設 備 設 置 事 業 を 行 わ な

い よう協力 を求め る区域（以 下「抑 制 区域」とい う 。）と し て 指 定 す

る ものとす る。  

( 1) 土砂災害その 他自然災害 が発 生 す るお それ が あ る 区 域  

( 2)  豊 か な 自 然 環 境 及 び 良 好 な 森 林 環 境 が 保 た れ 、 地 域 に お け る  

貴 重な資源 として 認められ る 区 域  

( 3) 町を象徴する 美しい景観 とし て 良 好な 状態 が 保 た れ て い る 区  

 域  

( 4)  歴 史 的 又 は 文 化 的 な 特 色 を 有 す る 区 域 と し て 保 全 す る 必 要 が



あ る区域  

( 5) 良好な住宅環 境が保たれ てい る 区 域  

２  事業者 及び土 地所有者は 、抑制 区 域 にお いて は 、太 陽 光 発 電 設 備

設 置事業を 実施し ないよう 努 め なけ れば なら な い 。  

３  抑 制 区 域 内 に お い て 太 陽 光 発 電 設 備 設 置 事 業 を 実 施 し よ う と す

る 者は、当該法 令 に基づく、許認 可、承認 等を 得 るほ か 、本 条 例 の

各 規定を遵 守しな ければな ら な い。  

４  抑 制 区 域 外 に お い て 太 陽 光 発 電 設 備 設 置 事 業 を 実 施 し よ う と す

る 者 は 、 関 係 法 令 及 び 本 条 例 の 各 規 定 を 遵 守 し な け れ ば な ら な い 。 

（ 事前協議 ）  

第１０ 条  事業者 は、第１３ 条第 １項 の規 定に よ る 届 出 を し よ う と す

る ときは 、法第９ 条 第１項の再 生可能 エネルギー 発 電 事 業 計 画 の 認

定 の申請前 に、規 則 で定めると ころに より、太 陽 光 発 電 設 備 設 置 事

業 に係る計 画（以 下「事業計画 」とい う 。）に つ い て 町 長 と 協 議 し な

け ればなら ない。  

２  町 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 協 議 が あ っ た と き は 、 事 業 者 に 対 し 、

必 要 に 応 じ て 指 導 又 は 助 言 を 示 し た 指 導 書 を 交 付 す る も の と す る 。 

３  町長は、第 １項 の規定によ る協 議 時 に事 業者 か ら 提 出 さ れ た 資 料

等 について 、公開 するもの と す る。  

（ 説明会の 実施）  

第１１ 条  事業者 は、第１３ 条第 １項 の規 定に よ る 届 出 を し よ う と す

る ときは、地域住 民 に対して、当該事 業 計画に関 す る 説 明 会 を 開 催

し なければ ならな い。ただし 、事 業 者 の責 めに 帰 す こ と の で き な い

理 由 に よ り 、 当 該 説 明 会 を 開 催 で き な い 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。 

２  事 業 者 は 、 地 域 住 民 に 対 す る 説 明 会 を 開 催 し よ う と す る と き は 、

そ の旨を町 長に報 告しなけ れ ば なら ない 。  

３  事業者 は、事業 計画の内容 につ い て 地域 住民 の 理 解 が 得 ら れ る よ

う 努めなけ ればな らない。  

４  事業者 は、説 明 会を開催し たとき は、そ の 結 果 を 町 長 に 報 告 し な

け ればなら ない。  

５  町長は、第 ２項 及び前項の 規定 に よ り事 業者 か ら 報 告 を 受 け た と



き は、その 内容を 公開する も の とす る。  

（ 協定の締 結）  

第１２ 条  地域住 民は、事 業者に対 し 、事業 計 画 に つ い て 意 見 を 述 べ

る ことがで きると ともに、災 害の防 止 及び良好 な 自 然 環 境 、生 活 環

境 等の保全 に関す る必要な 事 項 につ いて 、事 業 者 に 協 定 の 締 結 を 求

め ることが できる 。  

２  事業者 は、前項 の規定に基 づく 地 域 住民 から の 意 見 に 対 し 誠 意 を

も って対応 すると ともに、協 定の締 結 を求めら れ た と き は 、協 定 を

締 結するよ う努め なければ な ら ない 。  

３  町長は 、前項 の 協定の締結 におい て、そ の 内 容 に つ い て 事 業 者 及

び 地域住民 に対し 必要な助 言 を 行う こと がで き る 。  

（ 届出）  

第１３ 条  事業者 は、太陽光 発電 設備 設置 事業 を 実 施 し よ う と す る と

き は、規則 で定め る ところによ り、当 該 事 業に 着 手 し よ う と す る 日

の ３０日前 までに 、太陽光 発電 設備 の 設 置及 び 適 正 な 維 持 管 理 等 に

関 する事業 計画届 出書（以下「事業 計 画届出書」と い う 。）を 町 長 に

届 けなけれ ばなら ない。  

２  事業者 は、前項 の規定によ り届 け 出 た事 項に 変 更 が 生 じ た と き 又

は 届け出た 事項を 中止する と き は、速 や かに そ の 旨 を 町 長 に 届 け 出

な ければな らない 。この場合に おいて 、事業者は 変 更 す る 内 容 又 は

中 止する内 容を地 域住民に 周 知 しな けれ ばな ら な い 。  

（ 協議会の 設置）  

第１４ 条  町長は 、町、事 業 者、地域 住民 等が 定 期 的 に 相 互 の 情 報 交

換 を行う場 （以下 「協議会 」 と いう 。）を設ける 。  

２  規則で 定める 事由に該当 する事 業者は、協議 会 に 参 加 す る も の と

す る。  

（ 工事に係 る着工 等の届出 ）  

第１５ 条  事業者 は、次の 各号のい ず れかに該当 す る と き は 、速 や か

に 町長に届 け出な ければな ら な い。  

( 1) 太陽光発電設 備設置事業 を実 施 す るた めの 工 事 （ 以 下 「 工 事 」

と いう。）に着工 す るとき。  



( 2) 工事を中断す るとき。  

( 3) 中断していた 工事を再開 する と き 。  

( 4) 工事が完了し たとき。  

（ 完了検査 ）  

第１６ 条  町長は 、前条第４号 の届出 を受理した と き は 、当 該 工 事 が

事 業計画届 出書の 内容に適 合 し てい るか 検査 す る も の と す る 。  

（ 稼働状況 等に関 する報告 ）  

第１７ 条  事業者 は、工事 が完了し た 後は、事 業 計 画 届 出 書 に 基 づ き

適 切に管理 を行う とともに 、毎年 度 、次に 掲げ る 事 項 に つ い て 、町

長 に報告し なけれ ばならな い 。  

( 1) 前年度の稼働 状況  

( 2) 前年度の保守 点検の実施 状況  

( 3) 使用済み太陽 光発電設備 の撤 去 及 び処 分に 係 る 費 用 の 積 立 状  

 況  

（ 異常発生 時の対 応）  

第１８ 条  事業者 は、自然 災害、人為 的災 害等 に よ り 事 業 区 域 及 び そ

の 周辺に被 害を生 ずるおそ れ が ある と認 めら れ る と き は 、速 や か に

現 地を確認 し、早 急 に必要な措 置を講 ずるとと も に 、当 該 事 態 に つ

い て、被 害が生ず る 前に地域住 民その 他影響が及 ぶ 可 能 性 が あ る 者

に 周知し、 かつ町 長に通報 し な けれ ばな らな い 。  

２  町長は、事 業者 から前項の 通報 を 受 けた 場合 又 は 同 項 の 被 害 と 同

様 の被害が 生ずる と想定さ れ る 場合 にお いて は 、当 該 事 業 者 に 対 し 、

当 該 事 態 が 生 ず る こ と を 防 止 す る た め に 必 要 な 措 置 を 講 ず る こ と

を 求めなけ ればな らない。  

３  町長は 、前項 の 場合におい て、同 項 の事 態が 事 業 者 以 外 の 者 の 行

為 によるも のであ るときは 、当該者 に 対し、同 項 の 措 置 を 講 ず る こ

と を求めな ければ ならない 。  

（ 太陽光発 電設備 設置事業 の 終 了等 ）  

第１９ 条  事業者 は、太陽光 発電 設備 設置 事業 を 終 了 し よ う と す る と

き は、終了 しよう と する日の３ 月前ま でに、そ の 旨 を 町 長 に 届 け 出

な ければな らない 。  



２  事業者 は、太 陽 光発電設備 設置事 業を終了し た と き は 、関 係 法 令

に 基 づ き 太 陽 光 発 電 設 備 を 事 業 区 域 に 放 置 す る こ と な く 速 や か に

撤 去すると ともに 、自らの 責任 にお い て 適正 に 処 分 し な け れ ば な ら

な い。  

３  事業者 は、太陽 光発電設備 の撤 去 が 完了 した と き 及 び 処 分 を 完 了

し たときは 、それ ぞ れ完了後３ ０日以 内に町長に 届 け 出 な け れ ば な

ら ない。  

（ 地位の承 継）  

第２０ 条  太陽光 発電設備設 置事 業 の 譲渡 又は 相 続 、合 併 若 し く は 分

割 等により 、事業 者 以外の者が 太陽光 発電設備設 置 事 業 の 実 施 主 体

と な る 場 合 は 、 こ の 条 例 の 規 定 に よ る 地 位 を 承 継 す る も の と す る 。 

こ の場合に おいて 、当該事業の 譲渡人 は譲受人 に 対 し 、本 条 例 の 存

在 及び内容 を告知 しなけれ ば な らな い。  

２  前項の 規定に より事業者 の地位 を承継した 者 は 、承 継 し た 日 か ら

起 算して１ ０日以 内に、その 旨を町 長 に届け出 る と と も に 、土 地 所

有 者に通知 しなけ ればなら な い 。  

（ 事業者が 所在不 明となっ た 場 合等 にお ける 特 例 ）  

第２１ 条  土地所 有者は、事 業者 が所 在不 明に な っ た 場 合 に お い て は 、

当 該土地所 有者が 事業者と 異 な るも ので ある 場 合 に 限 り 、事 業 者 に

代 わり必要 な措置 を講じな け れ ばな らな い。  

（ 立入調査 等）  

第２２ 条  町長は 、この条例の 施行に 必要な限度 に お い て 、事 業 者 に

対 して報告 若しく は資料の 提 出 を求 め、又は 職 員 を 事 業 区 域 に 立 ち

入 らせ、必 要な調 査をさせ、若 しく は 関係 者に 質 問 さ せ る こ と（ 以

下 「立入調 査等」 という。）ができ る 。  

２  前項の 規定に よる立入調 査等を 行う職員は、そ の 身 分 を 示 す 証 明

書 を携帯し 、関係 者 の請求があ ったと きは、こ れ を 提 示 し な け れ ば

な らない。  

（ 指導、助 言又は 勧告）  

第２３ 条  町長は 、必要があ る と認 める とき は 、事 業 者 に 対 し て 、必

要 な措置を 講ずる よう指導 又 は 助言 を行 うこ と が で き る 。  



２  町長は 、次 の各 号のいずれ かに該 当す ると き は 、事 業 者 に 対 し て 、

期 限を定め て必要 な措置を 講 ず るよ う勧 告す る こ と が で き る 。  

( 1)  第 １ ３ 条 各 項 の 規 定 に よ る 届 出 を せ ず 、 又 は 虚 偽 の 届 出 を し  

た とき。  

( 2)  第 １ ４ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 情 報 交 換 を 行 う 場 に 参 加 を し な

い とき。  

( 3)  第 １ ５ 条 に 規 定 す る 工 事 に 係 る 着 手 等 の 届 出 を せ ず 、 又 は 虚  

偽 の届出を したと き。  

( 4)  第 １ ７ 条 に 規 定 す る 稼 働 状 況 等 に 関 す る 報 告 を せ ず 、 又 は 虚  

偽 の報告を したと き。  

( 5) 第１８条第１ 項の必要な 対策 を 講 じな かっ た と き 。  

( 6)  第 １ ９ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 届 出 を せ ず 、 若 し く は 虚 偽 の 届  

出 をし、又は 同条第 ２項の規定 による 太陽光 発 電 設 備 の 撤 去 若 し

く は適正な 処分を 行わなか っ た とき 。  

( 7)  事 業 者 が 前 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 立 入 調 査 等 を 拒 み 、 妨 げ 若  

し くは忌避 し、又 は、質問に対し て 答弁せず 、若 し く は 虚 偽 の 答

弁 をしたと き。  

( 8) 事業者が、災害の防止及 び良 好 な 自然 環境 、生 活 環 境 等 の 保 全

に 重大な影 響を及 ぼすおそ れ が ある と認 める と き 。  

３  事業者 は、前 ２ 項の規定に よる指 導、助 言 又 は 勧 告 を 受 け た と き

は 、その処 理の状 況を速や か に 町長 に報 告し な け れ ば な ら な い 。  

（ 公表）  

第２４ 条  町長は 、前条第 2 項の 規 定 によ る勧 告 を 受 け た 事 業 者 が 、

正 当な理由 なく当 該勧告に 従 わ ない とき は、当 該 事 業 者 の 氏 名 及 び

住 所 並 び に 当 該 勧 告 の 内 容 を 国 へ 情 報 提 供 す る と と も に 公 表 す る

こ とができ る。  

２  町長は 、前項 の 規定により 公表を 行おうとす る と き は 、あ ら か じ

め 事業者に 対しそ の理由を 通 知 し、意 見 を述 べ る 機 会 を 与 え な け れ

ば ならない 。  

（ 委任）  

第２５ 条  この条 例の施行に 関し 必 要 な事 項は 、 規 則 で 定 め る 。  



 

 

 

附  則  

（ 施行期日 ）  

１  この条 例は、 令和５年７ 月１日 から施行す る 。  

（ 適用区分 ）  

２  この条 例の規 定は、こ の条 例の 施 行 の日 以後 に 、法 第 ９ 条 第 １ 項

の 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー 発 電 事 業 計 画 の 認 定 の 申 請 を し よ う と す る

事 業者につ いて適 用する。  

（ 経過措置 ）  

３  前項の 規定に かかわらず、こ の 条 例 の施 行に 際 し 現 に 法 第 ９ 条 第

１ 項の経済 産業大 臣の認定 を 受 けて いる 事業 者（ 太 陽 光 発 電 設 備 の

発 電出力が 1, 000 キロワッ ト 以 上の もの に限 る 。） に つ い て は 、 第

５ 条、第１ ２条、第１３条第 ２項 、第１４条、第 １ ５ 条 、第 １ ７ 条

か ら第２０ 条まで 及び第２ ２ 条 から 第２ ４条 の 規 定 を 適 用 す る 。  

４  前２項 の規定 にかかわら ず、こ の 条 例の 施行 に 際 し 現 に 事 業 を 実

施 している 事業者（ 太陽光 発電 設備 の 発 電出 力 1, 000 キ ロ ワ ッ ト 以

上 の も の に 限 る 。） に つ い て は 、 第 ５ 条 、 第 １ ２ 条 、 第 １ ３ 条 第 ２

項 、第１４条、第 １ ５条（ 第１ 号に 規 定 する 場合 を除 く 。）、第 １ ７

条 か ら 第 ２ ０ 条 ま で 及 び 第 ２ ２ 条 か ら 第 ２ ４ 条 の 規 定 を 適 用 す る 。 

（ 準備行為 ）  

５  第 １ ３ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 届 出 及 び こ れ ら に 関 し 必 要 な 手 続

そ の他の行 為は、こ の条例の施 行前に おいても 、同 項 の 規 定 の 例 に

よ り行うこ とがで きる。  

 


